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滋賀県における水害リスク情報を活用した
新たなまちづくり手法の減災効果及び課題の

動的変化

国立研究開発法人 土木研究所
水災害・リスクマネジメント国際センター（ICHARM）

○大原 美保

澤野久弥・江頭進治
芝浦工業大学 中村仁

兵庫県立大学 馬場美智子
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平成30年7月豪雨での死者224人の状況

用いたデータ：消防庁被害報（2018年11月2日時点）・NHKニュース記事

広島・岡山・愛
媛の3県で
89.2%

倉敷市が最も多く
52人（このうち、
真備町が51人）

女性が多い。

65歳以上が
58.9%、
75歳以上が
36.6％。

(人)

（2018/11/2時点）
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性別

男性 女性
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年代

0-9歳 10-19歳 20-29歳
30-39歳 40-49歳 50-59歳
60-64歳 65-74歳 74-85歳
85歳以上 不明

倉敷市真備町での死者発生状況との比較 （2018/11/2時点）

全国（224人） 真備町（51人）

全国（224人）

女性が
多い。

真備町（51人）

65歳以上が
58.9%、
75歳以上が
36.6％。

65歳以上が
88.2%、
75歳以上が
58.8％。

真備町総人口に対する65歳以
上の人口率は32.4%であるのに
対し、死者51名での65歳以上の
割合は88.2%と多い。

用いたデータ：消防庁被害報（2018年11月2日時点）・
NHKニュース記事 3

4

過去41年間の水災害との比較

1978～2018年

用いたデータ：消防庁
地方防災行政の現況

（1978～2018年）

・平成30年7月豪雨での総死者数224人（このうち広島県で109人）は、過去41年間では、
長崎大水害として知られている昭和57年7月豪雨・台風第10号での総死者数427人（こ
のうち長崎県内で294人）に続いて、2番目に大きい人的被害となった。

・水害リスクを踏まえた住まい方への転換により、逃げ遅れゼロ、さらに逃げゼロへ。

224
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水害リスクを踏まえた住まい方への転換に向けて

市街化・開発
行為の抑制

水害リスクを知らない
新規居住者の
転入の抑制

転入時の水害への
備えの徹底

水害リスクの
高い地域

イメージ図

既存住宅の
耐水化

居住者の転出促進

居住者の水害への
備えの徹底

出典：滋賀県防災情報マップ
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市街化・開発
行為の抑制

水害リスクを知らない
新規居住者の
転入の抑制

転入時の水害への
備えの徹底

既存住宅の
耐水化

（居住者の転出促進）

居住者の水害への備
えの徹底

滋賀県流域治水条例の取り組み

「ながす・ためる・そなえる・とどめる」対策で総合的に流域を守る。

（平成26年3月31日公布・一部施行）

地先の安全度マップ
詳細な地盤データを用いて、中小河川や水路等の
氾濫も考慮した浸水予測に基づき、10年、100年、
200年確率の降雨により想定される最大浸水深や、

床上浸水発生確率、家屋水没発生確率、家屋流失
発生確率などの様々なリスク情報を提供。

・浸水警戒区域指定
による建築規制
（第13～23条）

・10年確率の降雨によ
る想定浸水深が0.5m
以上である土地は市
街化区域に含めない
都市計画の決定
（第24条）

・宅地建物取引時にお
ける水害リスク情報提
供の努力義務（第29条）

・避難体制・防災訓練・
防災情報の発信等



目的１： 住民・事業所・宅地建物取引業者という3者の視点から、滋賀県
流域治水の条例による減災効果及び社会的影響・課題の動的
変化を分析する。

目的２： 欧米の法制度とも比較を行い、我が国における今後の災害リス
ク情報を活用した新たなまちづくり手法の提案を行う。

活動目的 H27年度 H28年度 H29年度

目的１

目的２

第1回住民調査
（H28.3-4)

欧米の事例・影響の分析 新手法検討

第2回住民調査
（H30.1-2)

宅建業者意識調査
（簡易調査H27.12-H28.1)

宅建業者意識調査
（本調査H28.12-H29.1）

条例成立
過程分析

5

国土交通省河川砂防技術研究開発制度での研究計画

8

研究体制と連携機関

滋賀県 流域政策局
流域治水政策室

国土交通省 近畿地方整備局
琵琶湖河川事務所

連携機関

意見交換、アドバイス

所属先 立場 氏名 担当

土木研究所ICHARM 主任研究員 大原 美保 研究総括、
調査設計・分析

グループ長 澤野 久弥 流域管理の立場からの調
査設計・分析

研究・研修指
導監

江頭 進治 河川工学の立場からの新
たなまちづくり手法の検討

芝浦工業大学 システ
ム理工学部環境システ
ム学科

教授 中村 仁 都市計画の立場からの新
たなまちづくり手法の検討
欧米の事例の分析

兵庫県立大学 防災教
育センター

准教授 馬場 美智子 都市計画の立場からの新
たなまちづくり手法の検討
欧米の事例の分析
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浸水警戒区域指定による建築規制（第13～23条）

・人命保護の観点から、200年確率
の大雨で3ｍ以上浸水する場合に、
県知事が浸水警戒区域に指定。

・浸水警戒区域では、宅地嵩上げ等
により想定水位以上の高さに避難で
きる空間が確保されているか、また
は浸水が生じた場合に確実に避難
できる要件を満足する避難場所が
付近にある場合に知事の許可を得
ることができる。

・浸水警戒区域は、建築基準法第
39 条の災害危険区域に準ずる。

・宅地嵩上げ浸水対策促進事業：
浸水警戒区域内の既存住宅への
標準工事費の1/2（補助上限400万
円）の助成

リスクマトリックス

図の出典：滋賀県HP

浸水警戒区域（青線）最大浸水深図（200年確率)

凡例
第一号：米原市村居田地区 （人口484人，151世帯）

H29.6.16 県内初の浸水警戒区域(m)

最大浸水深図（200年確率）

50の浸水警戒区域候補地

市区町村境

湖沼

住民活動を開始した浸水警戒区域候補地数

出典：滋賀県HP
4

第二号：甲賀市黄瀬地区 （人口674人、229世帯）

H30.11.26 浸水警戒区域（地区の一部での部分指定）

浸水警戒区域（青線）最大浸水深図（200年確率)
出典：滋賀県防災情報マップ



凡例

(m)

最大浸水深図（200年確率）

浸水警戒区域により期待される減災効果

市区町村境

湖沼

都市地域 凡例

市街化調整区域
市街化区域
都市計画区域
（非線引き）

・増改築時に水害に強い住まいを増やす →200年確率の大雨時の人命保護
・建築基準法第39条の災害危険区域に準ずるため、

→宅地建物取引時の重要事項説明としての告知義務
→都市計画区域に関わらず、指定可能。

（参考：立地適正化計画は市街化区域内に居住誘導区域を設定）
6

12

水害に強い地域づくりに向けた住民ＷＧの活動

出前講座

水害履歴調査

避難計画の検討・避難訓練

現状の住まい方の把握

浸水警戒区域（素案）の提示

住まい方ルール・区域の検討

図上訓練・現地確認

水害に強い地域づくり計画の策定

浸水警戒区域案の縦覧、関係者からの意見聴取
区域指定案の縦覧、関係住民・市町長・審議会からの意見聴取

知事が浸水警戒区域を指定
浸水警戒区域における支援

制度の適用

＜そなえる対策＞ ＜とどめる対策＞

合意
形成

避難方法に関する議論 測量に基づく浸水危険性の検討立ち退き避難すべき地区の把握

各世帯で作成する避難カード

村居田区
の日程

H22.12、H26.8

H27.11

H28.9

H28.9

H29.6.16

H29.1
H28.9

H29.2-

H29.1
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第1回及び第2回住民調査の概要

第1回 第2回
時期 H28年3～4月 H30年1-2月

目的 住民WG活動に着手済と未着手
の地区の比較

区域指定の議論の進展に応じた
比較

村居田区
の状況

浸水警戒区域指定の前 浸水警戒区域指定済

地区 6地区
（米原市村居田、甲賀市黄瀬、

高島市朽木野尻、甲賀市勅旨・
江田・神山地区）

2地区
（米原市村居田、甲賀市黄瀬、）

抽出方法 市の選挙人名簿から各世帯1名をランダムサンプリング（個人調査）

回答者／
対象者

449人／1,549人
（活動が進んでいる地区144人、

まだの地区305人）

131人／354人

回収率 29.0% 37.0%

8

14

水害に強い地域づくりに関する調査の着眼点

行動意図の規定因に関する文献レビューからの知見

効力感 ：自分の能力である程度の対応が可能であるという認識
( Bandura, Bishop, Paton etc.)

有効性期待 ：有効性／非有効性の認識 （Paton etc.)

リスク認知

地域社会への参画

：リスク認知または危機感 (広瀬、小池、越村、etc.)

： (Johnston, Paton, etc.)

住民WG見学及び新聞データベース分析からの知見：

・有効性期待：人命被害を減らす、財産被害を減らす、水害について考えるきっかけになる、
転居時に水害を知るきっかけになる、遊水機能のある土地の開発を抑制できる

・非有効性期待：浸水警戒区域指定により、土地・建物の資産価値が下がる、若者が減る、
河川の対策をしなければ、浸水警戒区域の指定をしても被害は減らない

・集団的効力感：皆で協力して避難対策等に取り組み、水害に強い地域を実現できる。
皆で協力して安全な住まいづくりに取り組み、水害に強い地域を実現できる。
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1

9

6

2

4

28

18

6

14

19

8

13

78

14

3

21

20

13

20

91

4

1

20

47

27

26

125

3

2

19

32

28

34

118

0% 20% 40% 60% 80% 100%

村居田

朽木野尻

黄瀬

勅旨

江田

神山

合計

第1回調査結果（H28.3-4) ： 浸水予測の認知度

15

1/200の浸水予測の認知度（地区別）

・効果：住民WGを開始済の地区では、浸水予測
を知っている割合が高い。（p=0.000<0.05）

・課題：若い人での認知度が低い。（p=0.000<0.05）

非常によく知っている

よく知っている

少し知っている

あまり知らない

全く知らない

住民ＷＧ開始済み

5%
10%

12%

14%

33%

21%

5%
20－29歳

30－39歳

40－49歳

50－59歳

60－69歳

70－79歳

80歳以上

＜回答者の年代＞

1/200の浸水予測の認知度（年代別）

16

・かさ上げ工事の助成や避難場所の支援などの支援策を知っている人は約3割。
→課題：アメとムチの双方の選択肢の認知度が十分ではない。

・ 想定浸水深さが3m以上では、かさ上げ工事助成を知っている人は約半数

31

13

12

12

10

116

51

44

40

51

91

69

69

78

83

63

76

73

81

81

124

212

223

210

197

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①浸水警戒区域を指定する

②浸水警戒区域内では新築や増改築の際に地盤

のかさ上げ工事等への助成が得られる

③浸水警戒区域内で新築や増改築の建築確認の

際に、県に耐水性をチェックしてもらえる

④避難場所の整備への支援が得られる

⑤避難体制への県・市の支援が得られる

非常によく知っている よく知っている 少し知っている あまり知らない 全く知らない

②かさ上げ工事助成
の認知度（グループ別）

6

5

2

13

11

20

20

51

16

15

38

69

7

23

46

76

21

67

124

212

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A

B

C

合計

5つの施策の認知度

11

第1回調査結果（H28.3-4) ： 施策の認知度

グループA：浸水3m以上
グループB：浸水3m未満
グループC：浸水無し
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住民総数
65歳以上
の割合(%)

60歳以上
の割合(%)

名簿抽出数 回収数
回収数

／名簿抽出数
回収数

回収数
／名簿抽出数

米原市村居田 453 22.7 30.2 110 46 41.8 61 55.5
甲賀市黄瀬 628 35.4 43.6 244 85 34.8 72 29.5
高島市朽木野尻 227 37.9 44.5 24 13 54.2
甲賀市勅旨 954 36.4 45.2 383 126 32.9
甲賀市江田 934 28.4 34.2 350 80 22.9
甲賀市神山 1031 38.0 47.4 438 99 22.6
合計 4227 33.5 41.4 1549 449 29.0 133 37.6

第2回調査の回答回収状況第1回調査の回答回収状況

地域活動が進んで
いる地区

地域活動に着手し
ていない地区

分類 地区名

2015年国勢調査での状況

1

3

7

2

5

4

4

9

7

8

9

6

6

8

11

11

12

17

30

18

12

11

19

17

3

8

4

6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

村居田（第1回）

村居田（第2回）

黄瀬（第1回）

黄瀬（第2回）

20－29歳 30－39歳 40－49歳 50－59歳

60－69歳 70－79歳 80歳以上

第1回調査（H28.3-4)・第2回調査(H30.1-2)の比較

18

第1回調査（H28.3-4)・第2回調査(H30.1-2)の比較

効果： リスク認知・施策認知・有効性期待・非有効性期待・参加意欲の上昇
課題： 10年以内の新築・増改築の予定の減少
変化少：家庭での水害対策実施割合（非常用持ち出し袋・保険加入等）

増減率が
大きいもの
について、
5段階の選

択肢のうち、
「１及び２」
の割合を抜
粋して掲載
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浸水予測の認知度の変化

6

10

9

14

18

31

14

28

14

13

21

15

4

4

20

11

3

3

19

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

村居田（第1回）

村居田（第2回）

黄瀬（第1回）

黄瀬（第2回）

非常によく知っている よく知っている

少し知っている あまり知らない

全く知らない

地先の安全度マップでの1/200の浸水予測の認知度
＜地区別＞

・効果：村居田区・黄瀬区ともに、浸水予測を知っている割合は8割以上へ。
村居田区で13.9％、黄瀬区で31.5％増加。

20

浸水警戒区域指定への考え

Q.浸水警戒区域の指定を推進すべきか？

変化 項目

「推進すべき」が多い ・高年齢
・水害への不安感・全国的な水害発生を認知
・地域の会合への参加
・施策の有効性を認識（有効性期待）
・皆で対応可能と感じている（集団的効力感）

「推進すべき」が少ない ・浸水3m以上

相関無し ・10年以内の建替え・増改築予定

＜推進すべきと考えたきっかけ＞
・最近、雨の降り方が変化している感じがするため
・伊勢湾台風の時に床下浸水を経験したので。
・娘や息子が知らないので、知っておく方がいいと

思ったため。
・将来こども夫婦が帰ってきた時、自分たちの休む

場所のことをしっかり認識してほしいから。
＜推進すべきではないと考えたきっかけ＞
・浸水するというだけで、区域内をどのようにして

いくのかわからない。
・堤防やダム、川幅等の対策をしてもらえなければ

安心できない。

14



浸水警戒区域への考えとその他の項目とのクロス集計

6

18

49

9

14

24

3

1

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20-39歳

40-59歳

60歳以上

年齢3分類

推進すべき どちらでもない 推進すべきではない

72

3

40

8

4

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う

どちらでもない

全国各地で水害が起こっているので、い

つ水害にあってもおかしくはない

推進すべき どちらでもない 推進すべきではない

68

4

41

7

4

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う

どちらでもない

人命被害を減らす

推進すべき どちらでもない 推進すべきではない

55

18

1

18

30

0

4

2

0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う

どちらでもない

そう思わない

住まいの対策により、水害に強い地

域を実現できる

推進すべき どちらでもない 推進すべきではない

（有効性期待）
（集団的効力感）

黄瀬区での浸水警戒区域指定への考え

黄瀬地区
甲賀市
世帯数229
人口674
都市計画区域外

2 29 23 6 4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

黄瀬

強くそう思う そう思う どちらでもない

あまりそう思わない 全くそう思わない

Q.あなたは、浸水警戒区域を特に

意見の無い区域（街戸）から段階
的に指定していくことについて、推
進すべきだと思いますか？

5

8

24

40

20

21

6

2

5

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

村居田

黄瀬

強くそう思う そう思う どちらでもない

あまりそう思わない 全くそう思わない

Q.あなたは、浸水警戒区域への指定につ
いて、推進すべきことだと思っていますか？
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自由回答から印象に残ったご意見：

浸水するかしないかは一つ一つは個人的な
問題ですが、それを地区全体のこととして考
えていくことが大切。実際に起こった時は復
旧等で地域で取り組まないといけないので。
（浸水無しグループの方のご意見）



水害に強い地域づくりへの行動意図モデル

SPSS AMOSを用いた共分散構造分析（第2回調査分） 適合度指標：
ＧＦＩ：0.809
(0.9に近いと妥当）

＊共分散構造分析とは、直接観測できない潜在変数と観測変数との因果関係を同定する統計的手法

第2回調査の有効回答数 N=106
15

有効性
期待

集団的
効力感

1/100の浸水予
測情報

1/200の浸水予
測情報

県の住民説明会
に参加

地域での会合
の参加

地域で会話

行動意図
（地域づく
りに参加
したい）

0.40**
0.50***

リスク
認知

0.34*

参加経験

0.63***

0.54***

人命被害を
減らす

財産被害を
減らす

水害を考える
きっかけ

転居時に知る
きっかけ

土地の開発
を抑制 そなえる

対策
とどめる

対策

不安感水害

土砂災害

浸水区域
指定推進
への考え

0.42**

堤防やダム
対策

川幅・川
底の対策

ハード対策
優先志向

0.49*

0.08 (p=0.347のため因果関係は判定できず)

：観測変数
：潜在変数

矢印脇の数値：パス係数（標準化推定値）
***：P値が0.001未満
**  ：P値が0.01未満
*  ：P値が0.05未満

凡例

非有効性期待
（資産価値の低下）

0.20**
-0.25**

住民WG活動への参加経験が多く、リスクの認知・不安感が高

い人は、施策の有効性を認識し、水害に強い地域づくりと浸
水警戒区域の指定を推進すべきと考えている。

（マイナス値）

水害に強い地域づくりへの行動意図モデル

同じモデルを第1回調査に適用 適合度指標：
ＧＦＩ：0.810
(0.9に近いと妥当）

第1回調査(村居田・黄瀬）の有効回答数 N=86
16

有効性
期待

集団的
効力感

1/100の浸水予
測情報

1/200の浸水予
測情報

県の住民説明会
に参加

地域での会合
の参加

地域で会話

行動意図
（地域づく
りに参加
したい）

0.76**
0.58***

リスク
認知

0.19(p=0.42)

参加経験

0.76***

0.18(p=0.168)

人命被害を
減らす

財産被害を
減らす

水害を考える
きっかけ

転居時に知る
きっかけ

土地の開発
を抑制 そなえる

対策
とどめる

対策

不安感水害

土砂災害

堤防やダム
対策

川幅・川
底の対策

ハード対策
優先志向

0.36(p=0.363)

：観測変数
：潜在変数

矢印脇の数値：パス係数（標準化推定値）
***：P値が0.001未満
**  ：P値が0.01未満
*  ：P値が0.05未満

凡例

非有効性期待
（資産価値の低下）

0.04(p=0.619)

-0.03(p=0.733)

0.13(p=0.135)

赤点線：パスが成立せず。リスク認知が不安感や有効性期待につながらず。
第2回調査でのこれらのパスの成立は、住民WG活動の成果と考えられる。



(%)
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水害に強い地域づくりに向けて今後更に必要なこと

10年以内の建て替え・増改築の予定

今後必要だと考えること
（河川整備・避難対策以外）

・「少し考えている」人たちが減り、
「予定はあまり無し」が増えた。

・年齢・リスク認知・浸水警戒区域へ
の考え等との相関はみられず。

平常時のメリッ
トへの期待は、
予定無しの人で
多い。

更なる助成への
期待と、予定の
有無は相関無し

26

浸水警戒区域候補地における意識調査対象地区の位置づけ

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

1 10 100 1000 10000

地
区

内
の

事
業

所
数

／
世

帯
数

地区内の世帯数（2010年）

調査対象地区

調査対象外の地区

浸水警戒区域候補地内の世帯数・
事業所数の状況

・本調査対象地区は，世帯数，世帯数に対する事業所数の比ともに、全候補地の中でも
平均に近い状況であると考えられる。
・しかし、調査対象外の地区には、世帯数が約1000近い地区（自治会）もある。このような
大規模な地区では合意形成のプロセスが異なる可能性もある点に留意する必要がある。



宅地建物取引業者向けの実態調査

調査 実施時期 回収数

プレ調査（2015） 2015/12/15-2016/1/15 205社/1100社

本調査 （2016） 2016/12/19-2017/1/31 275社/1010社

宅地建物取引時における水害リスク情報提供の努力義務（第29条）に基づく状況

＜2016調査＞

・「提供している」割合は約7割。2015年・2016年でほぼ変わらず。
・条例を知らない業者で、提供していない場合が多い。
・提供業者の90％は、「重要事項説明と一緒に宅地建物取引士が説明」。

常に提供して

いる
50%

時々提供して

いる
17%

あまり提供し

ていない
18%

全く提供して

いない
15%

81

51

2

2

9

35

1

0

1

27

17

3

1

8

21

12

0% 20% 40% 60% 80% 100%

よく知っていた(N=92)

ある程度知っていた(N=121)

ほとんど知らなかった(N=41)

全く知らなかった(N=17)

常に提供している 時々提供している

あまり提供していない 全く提供していない

19

28

0 20 40 60 80

市町が発行している防災マップ

地先の安全度マップの市町単位でのマップ

滋賀県防災情報マップのホームページからのプリントアウト

マップではなく、物件所在地の水害リスク情報をまとめたメモ

その他

(%)

0 10 20 30 40 50

その他

情報提供の努力義務があるのを知らなかった

努力義務であれば、提供する必要はない

何を説明したら良いかわからない

条例の意味が理解できない

相手先に（客）に敬遠される

取引価格が下落する恐れがある

説明や資料準備に手間がかかる

間違った情報を伝える恐れがある

(%)

水害リスク情報を提供
していない理由

N=90提供している資料

N=181

・提供情報にバラつきが生じている可能性。

・「間違った情報を伝える恐れがある」、「何を説明したら良いかわからない」等の懸念
から提供していない場合があり、更なる理解増進が必要。

市町によって防災
マップの情報が異

なり、わかりにくいと
の意見も約40%あり

宅地建物取引業者向けの実態調査



宅地建物取引時の水害リスク提供に関する米国の事例

California州のNatural Hazard Disclosure Actに基づく
Standardized Natural Hazards Disclosure Statementの例

書式例：

物件が各種ハ
ザードゾーン
に入っている
かをYes/Noで
示す

0 20 40 60

説明用の様式

市町の水害リスク情報が網羅された資料

過去の水害被害履歴のマップ

宅地や建物の水害被害の事例集

情報の提供方法についての説明会や研修

滋賀県防災情報のページから相手方に配布すべき物件

所在地の水害リスク説明書を印刷できる仕組み

その他

(%)
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他に必要な資料や仕組み

N=181滋賀県HP：宅建業者の皆様へ リスク情報提供時の書式情報提供マニュアル

H29.11より、

H29.11月及び
H30.3月に

法定研修実施

宅地建物取引業者向けの実態調査
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国内の既存事例との比較

①誘導効果を期待した「浸水を考慮した居住誘導・水害対策への助成・融資」
②関連主体による自発的対策の推進を期待した「情報公開・情報提供・地区計画・届け出」
③対策の徹底を期待した「開発行為制御，建築規制」

■情報周知
■開発抑制
■区域指定
■届け出
■建築規制
■助成

日本国内・水害

名古屋市：臨海部防災
区域建築条例 ■■

草津市：建築物浸水対策条例（特
定建築物の建築時の対策義務、
既存建物が努力義務） ■■

草津市：建築物浸水対策条例（地下室等を設置
する一般建築物の浸水対策の届け出の努力義
務、対象は浸水の恐れのある地域） ■■

愛知県みよし市：防災調整区
域（1/100で0.5m以上の浸水）

での開発時の浸水対策及び入
居者への周知の義務 ■■■

杉並区など：浸水対策要綱（地下室等を設置
する建築物の浸水対策の届け出の努力義務、
対象は浸水の恐れのある地域） ■■

中野区・杉並区：高床助成（限度
額200万円、象は浸水実績や浸水
の恐れのある地域） ■■

杉並区・品川区：防水板助成
（限度額50～100万円、対象
は区内の建物） ■

愛知県小牧市：浸水防止塀への助成
（個人への限度額50万円、対象は浸水
実績や浸水の恐れのある地域） ■■

滋賀県：流域治水条例
（浸水警戒区域内での
建築規制） ■■■

滋賀県：浸水警戒区域内で
の浸水対策への助成（限度
額400万円） ■■

滋賀県：流域治水条例（1/10で
0.5m以上の浸水の土地を市街
化区域に含めない）■■

滋賀県：流域治水条例（宅建業
者への水害リスク情報提供の
努力義務）■

助成

届け出

建築規制

開発行為制御

情報提供

彦根市：南彦根駅南東部地区
の地区計画（1/10の浸水被害

に対する建築物の整備への努
力義務） ■

滋賀県：滋賀県防災情報マップでの
地先の安全度マップの公開■

滋賀県・関西アーバン銀行：滋賀
県流域治水推進住宅ローン ■

情報公開

融資

地区計画

京都府：災害からの安全な京都
づくり条例（宅建業者が特定災
害危険情報を把握する義務） ■

京都府：災害からの安全な京都づくり
条例に基づく災害危険情報の提供■

奈良県：大和川流域における総
合治水の推進に関する条例（市
街化調整区域内で、1/10で0.5m
以上の浸水の区域を市街化編
入抑制区域に指定）■■

伊豆市：水害に備えた土地利用条
例（狩野川流域で、1/100で0.5m
以上の浸水想定区域での全ての
建築行為の届け出義務） ■■

伊豆市：水害に備えた土地利用条例
（狩野川流域で、1/100で0.5m以上の
浸水想定区域での1,000㎡以上の開
発行為の周知義務） ■■

宮崎市：災害危険区域に関
する条例（災害危険区域の
設定と建築規制） ■■

規制誘導

自治体全体

単体

宮崎市：災害危険区域に関する条
例（災害危険区域での対策費補
助、限度額100万円） ■■

上越市：立地適正化計画

家屋倒壊等氾濫想定区域
を居住誘導区域に適さない
区域として除外）■■

浸水を考慮した居住誘導

広島市：矢口川下流部周辺
地区計画（建築物の制限） ■

滋賀県の事例（黄色）： 多様な施策を展開している点に特徴がある。

施策群
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海外の事例との比較（イギリス・フランス・オランダ・オーストリア・アメリカ等

■情報周知
■開発抑制
■区域指定
■届け出
■建築規制
■助成

海外・水害

滋賀県：流域治水条例
（浸水警戒区域内での
建築規制） ■■■

滋賀県：浸水警戒区域内で
の浸水対策への助成（限度
額400万円） ■■

滋賀県：流域治水条例（1/10で
0.5m以上の浸水の土地を市街
化区域に含めない）■■滋賀県：流域治水条例（宅建業

者への水害リスク情報提供の
努力義務）■

助成

建築規制

情報提供

彦根市：南彦根駅南東部地区
の地区計画：1/10の浸水被害

に対する建築物の整備への努
力義務 ■

滋賀県：滋賀県防災情報マップでの
地先の安全度マップの公開■

滋賀県・関西アーバン銀行：滋賀
県流域治水推進住宅ローン ■

保険業界と連携
した情報公開

融資

地区計画

規制誘導

自治体全体

単体

オーストリア：洪水ハザード
ゾーンマップでの洪水再現期
間に応じた建築規制 ■■

英国：環境省による洪水地図の公開及
び保険業者への提供・連携 ■

英国法律協会：不動産取
引時売主による水害リス
ク説明様式の提出■

フランス国土整備省：不動産売
買・賃貸時の水害リスク情報の
提供義務及び説明様式■

米国カリフォルニア州：不動
産売買時の水害リスク情報
の提供義務及び説明様式■

オーストリア：国と保険業者のパートナーシッ
プによる洪水ハザードマップ作成・公開 ■

EU諸国：洪水指令に基づくハザードマップ・リス
クマップ（洪水による影響人口等）の公表■

米国：1/100確率の特別

洪水危険区域内での洪
水保険加入義務■

英国：洪水区域に応じた許可す
べき土地利用（施設）の指定
（ただし、例外テスト等による柔
軟な運用あり）■■

オランダ：住民の死亡確率を基準と
したリスクべースアプローチ■

米国：1/100確率の特別洪水危

険区域での居住建物新築等で
の基準洪水水位以上の床高の
確保■■

人的リスク情報

保険加入義務
米国：1/100確率の特別洪水危険区域

内で対策済の場合の洪水保険料優遇
（コミュニティー料率システム ）■

情報公開 開発行為制御

日本国内にはない仕組み：
・イギリス・オーストリア：保険業界と連携したマップ公開
・米国： 1/100確率の特別洪水危険区域内での新築等での建築規制（基準洪水水位以上の床高確保）、

住宅ローン利用時の洪水保険義務付け、洪水対策済の場合の洪水保険料優遇
・イギリス：都市計画との連携（洪水区域に応じて許可すべき土地利用（施設）の指定）
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滋賀県における都市計画決定の根拠

滋賀県での、1/10確率で0.5m以上の浸水の土地を市街化区域に含めないという
施策の根拠：

「都市計画法による市街化区域及び市街化調整区域の区域区分と治水事業との
調整措置等に関する方針（昭和45年建設省河川局長基本通達）」

「溢水・湛水等により災害の発生のおそれのある土地は，おおむね60分雨量
強度50㎜程度の降雨を対象として河道が整備されないものと認められる河
川のはんらん区域及び0.5m以上の湛水が予想される区域」とされている

都市計画との連携や、保険への展開のためには、
全国的な居住に適した／適さない地域の指針や
耐水建築ガイドラインが必要。

参考）日本における地震保険料の耐震等級割引制度→

損害保険協会資料より
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滋賀県内での取り組みについての結論および今後に向けて

・浸水警戒区域での人命被害の軽減効果 （都市計画区域外でも効果発揮可）
・住民WG活動を通したリスク認知や水害に強い地域づくりへの参加意欲

課題・社会的影響

期待される減災効果

分類 課題・社会的影響 水平展開時の留意事項／新手法

リスク情
報

・地先の安全度マップが市町の
防災マップに掲載されていない。

・都道府県・市町村で整合したマップ整備

インセン
ティブ

・建て替え・増改築意欲の減少

・平常時からのメリットを受けら
れる支援策へのニーズ

・かさ上げ助成だけでなく、工法選択・施
工・居住までのプロセスの支援

・減税、保険料率の優遇、バリアフリー対策
との連携などの平常時からの支援策

住民WG
過程

・支援策の認知不足
・若者の認知不足

・住民WG過程の改善

全般 ・水害に強いライフライン対策、
まちの将来像へのニーズ

・総合的な地域づくりビジョンの提供
・都市計画との連携

研究としての今後の課題 他の浸水警戒区域候補地のモニタリング


